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住
み
や
す
い
明
和
町
を
つ
く
る
た
め
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

『「
ひ
と
ま
か
せ
」
に
し
な
い
ま
ち
づ
く
り
〜
私
た
ち
の
ま
ち
は
、
私
た

ち
の
手
で
〜
』
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
め
い
わ
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

主
催
）
が
１
月
29
日
、
帝
塚
山
大
学
法
政
策
学
部
の
中
川
幾
郎
教
授
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
ま
た
上
野
地
区
自
主
防
災
組
織
三
田
正
之
ブ

ロ
ッ
ク
リ
ー
ダ
ー
ほ
か
２
人
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
て
中
央
公
民
館
で

あ
り
、
約
１
５
０
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

同
セ
ン
タ
ー
の
世
古
口
文
子
理
事
長
は
、
「
今
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り

は
行
政
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の

住
民
は
、
『
自
ら
参
加
し
動
く
』
と
い
う
『
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
』
を

実
践
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
き
っ

か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
概
要
を
、
次
の
と
お
り
紹
介
し
ま
す
。

特

集ま
ち
づ
く
り

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

中
川
さ
ん：

各
パ
ネ
リ
ス
ト
に
活

動
事
例
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、

「
自
治
・
自
立
」
に
向
け
た
地
域

づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

本
日
の
テ
ー
マ
「
ひ
と
ま
か
せ
」

に
し
な
い
ま
ち
づ
く
り
と
は
、
自

治
の
実
践
で
あ
る
。
現
在
、
役
所

の
仕
事
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
「
公

共
、
公
益
」
は
、
１
９
７
０
〜
80

年
代
半
ば
に
地
域
の
中
で
確
立
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
行
政
の
進
化
発

展
に
伴
い
、
効
率
的
だ
と
い
う
理

由
で
行
政
任
せ
に
し
て
き
た
。

行
政
に
頼
ら
な
い
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
大
切
さ
を
知
る
転
機

と
な
っ
た
の
は
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
。
災
害
後
、
自
治
会
の
力
が

大
き
い
地
域
ほ
ど
死
亡
者
が
少
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
デ
ー
タ
か
ら

分
か
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
自
立

に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、

わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
中
に
縦
糸

と
横
糸
と
い
う
形
で
存
在
す
る

「
自
治
会
」
と
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」、
こ
の

思
想
・
運
用
理
念
の
異
な
る
二
つ

の
組
織
を
ど
う
結
び
付
け
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
も
、
各
パ
ネ
リ
ス

ト
に
お
聞
き
し
、
二
つ
の
意
味
あ

る
住
民
組
織
の
展
望
を
聞
い
て
い

き
た
い
。

三
田
さ
ん：

わ
た
し
は
「
自
分
た

ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守
ろ

う
」
と
い
う
思
い
で
さ
ま
ざ
ま
な

自
治
会
活
動
を
し
て
き
た
が
、
自

治
会
長
を
頂
点
に
行
う
活
動
が
理

想
的
だ
と
思
う
。
災
害
時
に
は

「
自
助
・
共
助
」
に
よ
っ
て
地
域

自
主
防
災
組
織
の
ブ
ロ
ッ
ク
リ
ー

ダ
ー
を
中
心
に
情
報
を
早
く
収
集

し
、
い
か
に
早
く
「
公
助
」
で
あ

る
行
政
の
救
助
支
援
を
得
る
か
が

重
要
で
あ
る
。

昨
年
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
「
防

災
」
の
取
り
組
み
に
加
え
、
「
防

犯
」
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い

る
。
空
き
巣
対
策
と
し
て
防
犯
看

板
な
ど
を
設
置
し
て
き
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
「
声
か
け
」
運
動
を
し

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
「
安
全
な

ま
ち
」
に
す
る
に
は
、
ま
ず
ま
ち

を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
。
そ
う
す

る
と
犯
罪
も
起
こ
ら
な
く
な
る
。

企
業
な
ど
で
培
っ
て
き
た
一
人

ひ
と
り
の
経
験
を
生
か
し
て
、
地

域
に
還
元
し
、
皆
で
協
力
し
合
い
、

今
後
と
も
自
治
会
を
中
心
に
発
展

し
て
い
き
た
い
。

中
川
さ
ん：

声
か
け
、
あ
い
さ
つ

運
動
で
「
面
識
社
会
」
を
つ
く
る

こ
と
が
、
地
域
の
安
全
・
安
心
に

つ
な
が
る
。
お
金
も
必
要
な
い
。

谷
川
さ
ん：

わ
た
し
が
住
ん
で
い

る
上
三
谷
地
区
は
少
人
数
の
自
治

会
だ
が
、
そ
れ
で
も
特
に
若
い
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
う

ま
く
い
か
な
い
。
子
ど
も
を
通
じ

て
話
を
し
た
り
携
帯
電
話
な
ど
を

活
用
し
た
り
し
て
、
今
の
時
代
に

即
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

防
災
訓
練
は
地
域
単
位
や
区
単

位
で
実
践
す
る
な
ど
、
自
治
会
に

応
じ
た
訓
練
を
し
て
い
る
。
防
災

は
ま
ず
自
分
が
助
か
る
方
法
を
考

え
る
べ
き
で
、
自
分
が
助
か
れ
ば

人
を
助
け
ら
れ
る
。

近
年
、
子
ど
も
の
被
害
が
多
い

の
は
憂
慮
す
べ
き
こ
と
だ
。
ひ
な

た
ぼ
っ
こ
や
井
戸
端
会
議
な
ど
の

昔
か
ら
の
近
所
付
き
合
い
が
な
く

な
り
、
地
域
で
の
防
犯
が

欠
落
し
て
い
る
か
ら
だ
と

思
う
。
ま
た
、
学
校
や
家

庭
で
「
知
ら
な
い
人
と
話

す
な
」
と
教
え
る
こ
と
に

よ
り
、
大
切
な
あ
い
さ
つ

も
で
き
ず
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
声
を
出
せ
な
い
子

ど
も
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
知
ら
な
い
人
が
増

え
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
問

題
だ
と
思
う
。

一
人
ひ
と
り
の
心
の
つ

な
が
り
、
人
間
の
つ
な
が

り
が
、
防
災
や
地
域
づ
く

り
、
ま
ち
づ
く
り
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
と
思
う
。
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●特集　まちづくりパネルディスカッション

同志社大学経済学

部卒業、大阪大学大

学院国際公共政策研

究科修了。元豊中市

広報課長。同市役所

では都市計画などを

担当。現在、帝塚山

大学法政策学部教授。

地方自治やまちづく

りなどの公共政策を

専門としている。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

帝
塚
山
大
学
法
政
策
学
部
中
川
幾
郎
教
授

平成13年度に発足

した、町上野地区自

主防災組織のブロッ

クリーダー。資機材

の整備や食料の備蓄

の呼び掛けなどの活

動を行う。また、同

地区民生児童委員、

斎宮
いつきのみや

ガイドボランテ

ィアとしても活躍さ

れている。

パ
ネ
リ
ス
ト

上
野
地
区
自
主
防
災
組
織
三
田
正
之
ブ
ロ
ッ
ク
リ
ー
ダ
ー

現在、県庁の地域

振興部地方分権室で

まちづくりの住民自

治組織に携わってい

る。また、阿漕浦海

岸などの環境浄化と

景観向上を目指す

NPO法人「阿漕浦友

の会」の理事として

活躍されている。

パ
ネ
リ
ス
ト

三
重
県
地
域
振
興
部
地
方
分
権
室
山
岡
哲
也
主
幹

平成15年に名張市

が「ゆめづくり地域

予算制度」を実施し

たとき、錦生地域づ

くり委員会初代会長

に就任。錦生地区の

交流会や清掃活動、

広報活動などを行う。

現在、上三谷区長と

して活躍されている。

パ
ネ
リ
ス
ト

名
張
市
錦
生
地
域
づ
く
り
委
員
会
谷
川
　
健
初
代
会
長

山
岡
さ
ん：

「
地
方
分
権
」
と

「
ひ
と
ま
か
せ
に
し
な
い
ま
ち
づ

く
り
」
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た

い
。
現
在
、
政
府
の
三
位
一
体
改

革
に
よ
り
、
権
限
が
「
国
か
ら
地

方
へ
」
「
官
か
ら
民
へ
」
移
譲
さ

れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し

て
い
る
が
、
本
来
は
住
民
（
住
民

自
治
）
へ
の
権
限
移
譲
が
進
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

仕
事
で
は
「
身
近
な
ま
ち
づ
く

り
」
を
担
当
し
、
県
内
市
町
村
な

ど
と
共
同
し
て
調
査
研
究
を
進
め

て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、

三
重
県
で
は
「
自
治
会
役
員
経
験

者
の
40
㌫
以
上
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
加
入

し
て
い
る
」
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
自
治
会

が
相
互
の
連
携
を
取
る
こ
と
に
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
、
80
㌫
の
人
が

感
じ
て
い
る
」
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
自
治

会
が
比
較
的
仲
良
く
な
っ
て
い

る
」
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
行
政
の
下
請
け
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
自
治
会
と
行
政
の

関
係
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
「
官
か
ら
民
へ
」
と

い
っ
て
も
、
行
政
と
し
て
や
る
べ

き
こ
と
、
住
民
に
し
て
も
ら
う
こ

と
を
分
け
て
、
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
川
さ
ん：

大
切
な
の
は
、
顔
の

分
か
る
範
囲
で
あ
る
小
学
校
区
単

位
を
基
準
に
し
た
「
面
識
社
会
」

を
形
成
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
、

①
安
全
・
安
心
を
第
一
に
考
え
る

②
社
会
的
弱
者
に
優
し
い
、
機
能

性
が
高
い
、
便
利
③
も
う
か
る
ま

ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
豊
か

な
ま
ち
、
に
留
意
し
て
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
は
、
行
政
、
議
会
、
住
民

が
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

例
え
ば
、
行
政
で
は
、
全
職
員

が
地
域
づ
く
り
に
参
加
す
る
べ
き

だ
ろ
う
。
地
域
づ
く
り
委
員
会
に

は
で
き
れ
ば
全
職
員
を
関
わ
ら

せ
、
週
５
日
の
う
ち
半
日
〜
１
日

は
職
務
と
し
て
自
分
の
住
む
地
域

ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
地
域
へ
入

り
、
地
域
の
人
と
接
す
る
。
小
学

校
区
へ
５
〜
20
人
の
チ
ー
ム
が
入

る
こ
と
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
対
応
で
き
る
。

議
会
は
、
政
策
審
議
、
提
案
、

評
価
型
へ
と
改
革
さ
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
ま
た
、
地
域
づ
く
り
委
員

会
の
顧
問
に
就
任
す
る
こ
と
で
、

地
域
の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
い
く

任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

住
民
は
地
域
づ
く
り
の
た
め

に
、
①
自
治
会
な
ど
縦
割
り
に
つ

く
ら
れ
た
住
民
組
織
で
、
横
断
的

に
話
し
合
い
の
場
を
持
つ
こ
と
②

問
題
を
把
握
し
、
校
区
単
位
の
地

域
総
合
計
画
的
な
も
の
を
住
民
自

身
が
つ
く
る
こ
と
③
育
成
会
や
老

人
会
な
ど
の
世
代
別
団
体
、
障
害

者
や
外
国
人
な
ど
の
団
体
す
べ
て

が
関
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
三
大
教

訓
は
、
①
巨
大
な
組
織
は
も
ろ
い

②
や
っ
て
い
な
い
こ
と
は
で
き
な

い
③
自
分
の
こ
と
、
自
分
で
で
き

る
こ
と
は
自
分
で
す
る
。
こ
れ
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
教
訓
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
始
め
て
い
け
ば
ど

う
か
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た

い
。
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節分の行事を体験してほしいと２月３日、

暁幼稚園で豆まきがあり、園児29人などが

参加して鬼を払いました。

この日は、先生から節分のお話を聞いた後、

イワシの頭をヒイラギの葉に刺して出入り口

に置き、年齢に１を加えた数の豆を食べまし

た。赤鬼や青鬼のお面をかぶった園児たちは、

心に住む泣き虫鬼やうそつき鬼を追い出そう

と、園庭で元気に走り回って豆まき。「楽し

かった」「もっと食べたかった」と話してい

ました。

暁幼稚園で豆まき

バドミントンを通して体力維持と近隣市町

との交流を図ろうと２月12日、男女混合ダ

ブルスで競技を行う第５回明和町ミックスバ

ドミントン大会が総合体育館で開かれまし

た。

この日は、50歳代の人や中学生女子と父

親の親子ペアなど、45チームが町内外から

参加。館内にはシャトルを打つ快い音と掛け

声が響き、参加者たちは気持ちいい汗を流し

ていました。

なお、同大会の結果は来月号をご覧ください。

ミックスバドミントン大会

昭 和 5
9

年に町指
定

無形民俗
文

化財にな
っ

ている御
頭

神事が２
月

1 1日、
前

野地区内
の

正念寺境
内

などで行
われ、地

区住民が
見守る中

、五穀豊
穣（ほう

じょ

う）・村
内安全を

祈願しま
した。

この神事
は、ネギ

サンと呼
ばれる地

区内の世
襲で決ま

って

いる家を
中心に選

ばれた指
図方や御

頭、天狗
の役、太

鼓役な

どが行っ
ています

。

この日は
地区内の

各家から
はおひね

りなどが
届けられ

、各

家ごとに
獅子が「

陰舞い」
を舞い、

夜になる
と「えべ

すおど

りしょう
や、いで

さらしょ
うや」と

はやした
てながら

、集ま

った人と
御頭がも

み合い、
悪魔払い

をしまし
た。

前野の正
念寺で御

頭神事

4



男児が氏
子入りし

て住民の
無病息災

を祈願

する麻生
地区の左

義長が２
月５日、

同地区の

公民館で
ありまし

た。

この日は
、２本の

小枝をみ
霊として

２本の

サカキに
掛けてお

き、白衣
にはかま

姿の８人

衆の前で
番家の２

人がそれ
を跳ね上

げて、農

作物の出
来を占い

ました。
夕方には

、素焼き

の土器の
「かわら

け」を男
児に投げ

て村の創

建当時の
厳しさを

表現する
「入子の

儀」、「直

会の儀」
などを行

いました
。（この

神事は町

指定無形
民俗文化

財になっ
ています

）

麻生の左
義長

親から子へと伝わってきた昔の遊びとその

心を伝えたいと１月18日、みどり保育所で

同所幼児の祖父母や地元老人会の会員13人

が幼児たち34人と交流し、おはじきやお手

玉、こま回しなど９種類の遊びをしました。

幼児たちは、順番に竹とんぼやまりつきを

体験。「おはじきの遊び方を知らなかった」

「３個でお手玉するのがすごい」とうれしそ

うに話していました。また、「すごい」と言

われた祖父母の皆さんも、とてもうれしそう

でした。

みどり保育所で昔の遊び

第６回明和FC招待フットサル大会が２月

11日、総合体育館であり、県内から12のス

ポーツ少年団が参加しました。

この大会は、ゲームを通してチーム相互の

ボールコントロールの技術を向上させること

や、各少年団との交流を深めるために、毎年

明和フットボールクラブ（市野博史代表）が

開いています。

参加者した小学１年から６年の男女児童た

ちは、コートいっぱいに駆け回り、日ごろの

練習の成果を発揮しました。

明和FC招待フットサル大会

江戸時代から馬之上地区に伝わる獅子舞が

２月11日、同地区で行われました。

これは、悪霊退散・家内安全・五穀豊穣を

祈る神事で、神楽組の青年たちにより受け継

がれています。

青年たちは氏神跡で舞い初めをした後、各

戸を回り、笛や太鼓のおはやしに合わせて門

舞わしを舞いました。各戸では玄関を開いて

獅子舞を出迎え、ご祝儀やお菓子などを渡し

てもてなしていました。最後に、円明寺境内

で送り獅子の舞を奉納しました。

馬之上の獅子舞

5
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１月16日 
～２月15日 

今年１月 
からの累計 

昨年度時期 
との比較 

交通事故総件数 

人身事故件数 

負傷者数 

死 者 数 

物損事故件数 

59件 

13件 

15人 

1人 

46件 

97件 

18件 

22人 

1人 

79件 

－7件 

－2件 

－12人 

+1人 

－5件 

■町内の交通事故発生状況（平成18年２月15日現在） 

～手を上げて　しっかり見よう　右左～ 

 

■町内の刑法犯認知件数（平成18年１月１日～31日） 

※「空き巣・車上ねらい」に注意！～家には鍵、車の中に貴重品を置かない～ 

手　口 手　口 手　口 件数（昨年比） 件数（昨年比） 件数（昨年比） 

空き巣狙い 

忍び込み 

ひったくり 

車上狙い 

強制わいせつ 

路上強盗 

自動車盗み 

オートバイ盗み 

自転車盗み 

部品盗み 合　計 

自販機荒らし 

万引き 

知能犯 

そのほか 

平平平平成成成成11118888年年年年４４４４月月月月かかかからららら

介介介介護護護護保保保保険険険険制制制制度度度度がががが改改改改正正正正さささされれれれまままますすすす
【介護を「予防」するサービスや事業が始まります】

要介護状態が軽度（要支援・要介護１）の高齢者が

年々増えていますが、軽度の高齢者への介護サービス

は要介護状態の改善につながっていない状況が見受け

られます。

その改善策として、今回の制度改正により、これま

での要介護１の状態の人は、認知症の自立度や廃用の

程度などから「要介護１」または「要支援２」に分け

（下図参照）、軽度の高齢者に本来の意味での介護予防

給付を行います。

また、介護や支援を必要とする前の高齢者が要支

援・要介護状態にならないために、介護予防事業や介

護予防マネジメントなどを行います。

要介護５ 

要介護４ 

要介護３ 

要介護２ 

要介護１ 

要支援 

要介護４ 
 
要介護３ 

要介護２ 
 

要介護５ 

要介護１ 

介護が必要とされる人（要介護１～５） 

要支援２ 

→　介護給付が受けられます 

支援が必要とされる人（要支援１・２） 

→　予防給付が受けられます 要支援１ 

【住みなれた地域で自立した生活を支援します】

「地域包括支援センター」を設置し、高齢者の保

健、福祉医療の向上と推進のため必要な援助・支援

を総合的に行います。

また、身近な地域で多様なサービスを提供できる

ように「地域密着型サービス」の整備に努めます。

【介護保険料の見直しがされます】

①第１号保険料の見直し

65歳以上の人が支払う第１号保険料について特

に低所得の人に配慮した保険料設定にするため、現

行の第２段階を細分化して新たに「第２段階」「第

３段階」を設けます。

②徴収方法の見直し

介護保険料を天引きする特別徴収の対象となる年

金が、遺族年金、障害年金まで拡大します。

※詳しくは、福祉課高齢者福祉係（TEL52-7115）
へ。

現　　　　行 見　直　し　後 

第１段階 
 

本人および世帯全員が 
住民税非課税であって、 
老齢福祉年金の受給者 
または生活保護の受給者 

第１段階 
同左 

同左 

同左 

同左 

第２段階 

第２段階 

本人および世帯全員が 
住民税非課税 

本人および世帯全員が住 
民税非課税であって、合 
計所得金額+課税年金収 
入額が80万円以下の人 

本人および世帯全員が住 
民税非課税であって、利 
用者段階第２段階以外の 
人 

第３段階 

第３段階 

本人が住民税非課税 

第４段階 

第４段階 

本人が住民税非課税 
（本人の合計所得金額 
　が200万円未満） 

第５段階 

第５段階 

本人が住民税非課税 
（本人の合計所得金額 
　が200万円以上） 

第６段階 

（基準額×0.5） 

（基準額×0.75） 

（基準額×1.25） 

（基準額×1.5） 

（基準額） 

（基準額×0.5） 

（基準額×0.5） 

（基準額×0.75） 

（基準額） 

（基準額×1.25） 

（基準額×1.5） 

※基準額は2,828円ですが、平成18年度から見直しがされます。 

■介護保険料の見直し 
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広報めいわ　広報めいわ　2006年３月号年３月号 広報めいわ　2006年３月号  

人権課 TEL52-7116・FAX52-7133
町人権センター TEL・FAX55-3052

学校教育課TEL52-7123・FAX52-7133
生涯学習課TEL52-7124・FAX52-7133

人権センター３月の講座案内

●コサージュ作り教室

小・中学校などの卒業式に向け

て、生花でコサージュを作ります。

■とき ３月７日（火） 午後７

時30分～、16日（木） 午後７

時30分～

■ところ 町人権センター料理教室

■定員 20人

■参加費 500円

■持ち物 はさみ、20㌢角ぐらい

の箱

■締め切り 実施日の前日までに

同センターへ

※詳しくは、同センターへ。

●介護教室

家庭介護の悩みなどを話し合い

ながら、お年寄りと楽しく家庭で

過ごす方法を学びます。

■とき ３月14日（火） 午後２

時～

■ところ 町人権センター健康管

理室

■定員 10人

■ 締 め 切 り

実施日の前

日までに同

センターへ

※詳しくは、同センターへ。

●点字体験教室（連続講座）

点字器を使って、点字の打ち方

を学びます。

■とき ３月27日（月）・29日
（水） 午後１時30分～３時（ど

ちらか１日のみの参加も可能）

■ところ 町人権センター研修室

■定員 10人

■参加費　無料

■持ち物 筆記用具

■締め切り 実施日の前日までに

同センターへ

※詳しくは、同センターへ。

じ
ん
け
ん
楽
習
塾

ひ
と
・
ま
ち
・

ふ
れ
あ
い
企
画

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

賞
品
の
交
換
方
法

ス
タ
ン
プ
を
８
個
以
上
集
め
た

人
は
、
３
月
15
日

（水）
ま
で
に
希

望
の
交
換
場
所
と
氏
名
を
学
校
教

育
課
ま
た
は
生
涯
学
習
課
、
人
権

課
、
人
権
セ
ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か

へ
、
直
接
あ
る
い
は
電
話
、
フ
ァ

ク
ス
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
と
き

３
月
18
日

（土）

午
前

10
時
〜
11
時
30
分

■
と
こ
ろ

中
央
公
民
館
大
集
会

場
■
テ
ー
マ

骨
髄
バ
ン
ク
と
患
者

（
家
族
）
支
援

■
講
師

水
谷
久
美
さ
ん
（
あ
い

ち
の
会
）
と
患
者
当
事
者
・
家

■
交
換
期
間

３
月
20
日

（月）
〜

31
日

（金）

■
交
換
場
所
と
交
換
時
間

中
央

公
民
館
（
平
日
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
）
、
ふ
る
さ
と

会
館
（
開
館
日
の
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
）
、
総
合
体
育
館

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
10

時
）
、
学
校
教
育
課
・
生
涯
学

習
課
・
人
権
セ
ン
タ
ー
（
い
ず

れ
も
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分
）
、
町
民
課

（
平
日
の
午
後
５
時
30
分
〜
７

時
15
分
・
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
）

■
持
ち
物

ス
タ
ン
プ
が
８
個
以

上
集
ま
っ
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

台
紙

※
詳
し
く
は
、
学
校
教
育
課
へ
。

族
■
演
題

患
者
と
患
者
家
族
を
取

り
巻
く
環
境
〜
患
者
・
家
族
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
想

い
〜

■
そ
の
ほ
か

入
場
無
料
。
手
話

通
訳
あ
り
ま
す
。
託
児
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
３
月
15
日

（水）
ま
で
に
学
校
教
育
課
へ

※
詳
し
く
は
、
学
校
教
育
課
へ
。

じ
ん
け
ん
楽
習
塾
講
座
風
景
。

楽
し
い
手
作
り
教
室
。
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昨
年
に
引
き
続
き
、
地
震
体
験
が
で
き
る
防
災
啓
発
車
「
体
験

く
ん
」
が
明
和
町
に
や
っ
て
き
ま
す
。

「
体
験
く
ん
」
は
、
三
重
県
が
平
成
15
年
度
に
整
備
。
県
内
各
地

を
回
り
、
広
く
県
民
の
防
災
意
識
向
上
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
震
へ
の
備
え
は
、
事
前
に
地
震
を
体
験
（
練
習
・
訓
練
）
し

て
お
く
の
と
そ
う
で
な
い
の
と
で
は
、
大
き
く
違
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
地
震
の
体
験
は
な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
体
験
し
て
、
地
震
に
備
え
る
「
き
っ
か
け
」

に
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

ま
た
、
こ
の
日
は
消
火
器
や
消
火
栓
の
取
り
扱
い
の
体
験
も
で

き
ま
す
。
ご
家
族
の
防
災
訓
練
と
し
て
、
お
出
掛
け
の
つ
い
で
に

気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

■
と
き

３
月
11
日

（土）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ

明
和
消
防
署

■
そ
の
ほ
か

「
体
験
く
ん
」

で
再
現
で
き
る
地
震
①
関
東

大
地
震
（
１
９
２
３
年
９
月

１
日
）
②
東
南
海
地
震
（
１

９
４
４
年
12
月
７
日
）
③
宮

城
県
沖
地
震
（
１
９
７
８
年

６
月
12
日
）
④
兵
庫
県
南
部

地
震
（
１
９
９
５
年
１
月
17

日
）
⑤
（
想
定
）
東
南
海
地

震
⑥
（
想
定
）
南
海
地
震

※
詳
し
く
は
、
総
務
課
（

TEL
52-

７
１
１
１
）
へ
。

シ
リ
ー
ズ
『
自
分
の
身
は
自
分
で
守
ろ
う
！
』

地
震
を
知
り
、
地
震
に
備
え
る

町
で
は
、
役
場
な
ど
で
事
務
の

補
助
を
す
る
臨
時
事
務
補
助
員
と

臨
時
技
術
補
助
員
（
道
路
作
業
員
）

の
登
録
者
を
募
集
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
、
臨
時
職
員
登
録
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
任
用
は
、
各
職

場
で
臨
時
職
員
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
に
、
随
時
行
い
ま
す
。
任
用

条
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
臨
時
事
務
補
助
員
】

■
勤
務
先

役
場
お
よ
び
隣
接
公

共
施
設

■
勤
務
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日

の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

■
賃
金

日
額
５
８
０
０
円
程
度

■
登
録
資
格

①
平
成
18
年
４
月

１
日
現
在
で
、
年
齢
が
満
18
歳

以
上
60
歳
未
満
の
人
②
高
校
卒

業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
人
③

パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ

ル
な
ど
）
が
で
き
る
人

■
登
録
方
法

①
総
務
課
で
任

用
・
登
録
要
領
と
登
録
申
請
書

を
受
け
取
り
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
提
出
②
臨
時
職
員
任

用
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
連

絡
（
ほ
か
へ
の
就
職
な
ど
で
登

録
を
取
り
消
す
場
合
は
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
登
録

時
に
説
明
）

■
募
集
期
間

随
時
登
録
（
土

曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

【
臨
時
技
術
補
助
員
（
道
路
作
業

員
）】

■
勤
務
先

明
和
町
役
場

■
勤
務
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日

の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

■
賃
金

日
額
７
９
０
０
円
程
度

■
登
録
資
格

①
平
成
18
年
４
月

１
日
現
在
で
、
年
齢
が
満
18
歳

以
上
60
歳
未
満
の
人
②
高
校
卒

業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
人

■
登
録
方
法

①
総
務
課
で
任

用
・
登
録
要
領
と
登
録
申
請
書

を
受
け
取
り
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
提
出
②
臨
時
職
員
任

臨
時
職
員
の

登
録
者
を
募
集

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）
の
平
成
17
年
度
確
定
保
険

料
と
平
成
18
年
度
概
算
保
険
料
の

申
告
と
納
付
は
、
４
月
１
日
か
ら

５
月
22
日
ま
で
で
す
。
事
業
主
の

皆
さ
ん
は
お
忘
れ
な
く
、
お
早
め

に
申
告
・
納
付
を
し
て
く
だ
さ

い
。労

働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
は
、
労
働
保
険
に
加
入

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
加

入
さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
は
、
早

急
に
最
寄
の
労
働
基
準
監
督
署
・

公
共
職
業
安
定
所
で
成
立
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
三
重
労
働
局
総
務

部
労
働
保
険
徴
収
室
（

TEL
０
５

９
―
２
２
６
―
２
１
０
０
）
へ
。

労
働
保
険
の
年
度
更
新

お
よ
び
加
入
に
つ
い
て

用
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
連

絡
（
ほ
か
へ
の
就
職
な
ど
で
登

録
を
取
り
消
す
場
合
は
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
登
録

時
に
説
明
）

■
募
集
期
間

随
時
登
録
（
土

曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

※
詳
し
く
は
、
総
務
課
（

TEL
52-

７
１
１
１
）
へ
。

「
体
験
く
ん
」
で
震
度
７
を
体
験
。



あなたですあなたです
火のあるくらしの見はり役火のあるくらしの見はり役

３月に入ると冬の寒さも峠を越え、火の取り扱い

に対する注意心が緩みがちです。

その上、この時季は空気が乾燥し、風の強い日が

多いことから火災が発生しやすく、毎年かけがえの

ない人命や貴重な財産が数多く失われています。特

に高齢者が過半数を占めていて、今後の高齢化に伴

いさらに増加する恐れがあります。

こうした悲しい出来事を１件でも少なくするため

に、町民の皆さん一人ひとりが火災について考え、

防火のために努力していただくことを目的として、

火災予防運動を実施します。

住宅防火　命を守る３つの習慣と４つ
の対策
【３つの習慣】

①寝たばこは絶対にやめる

②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用

する

③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を

消す

【４つの対策】

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報機を設置

する

②寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を

使用する

③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器な

どを設置する

④高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所

の協力体制をつくる

※詳しくは、松阪地区広域消防組合明和消防署

（TEL52-5600）または同組合予防課（TEL0598-
25-1412）へ。
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広報めいわ　広報めいわ　2006年３月号年３月号 広報めいわ　2006年３月号  

天
井
に
取
り
付
け
る
タ
イ
プ

３月１日（水）～７日（火）

春季全国火災予防運動

交
通
事
故
相
談
窓
口
で
は
、
平

成
18
年
度
の
交
通
事
故
巡
回
相
談

を
左
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
と
き
・
と
こ
ろ

松
阪
市
役
所

（
安
全
防
災
課
）
＝
第
１
金
曜

日
（
４
月
７
日
・
５
月
19
日

６
月
２
日
・
７
月
７
日
・
８
月

４
日
・
９
月
１
日
・
10
月
６
日

11
月
17
日
・
12
月
１
日
・
平
成

19
年
１
月
５
日
・
２
月
２
日
・

無
料
交
通
事
故
巡
回
相
談
を
開
催

３
月
２
日
）
▽
伊
勢
市
役
所

（
秘
書
広
報
課
）
＝
第
２
水
曜

日
（
４
月
12
日
・
５
月
10
日
・

６
月
14
日
・
７
月
12
日
・
８
月

９
日
・
９
月
13
日
・
10
月
11
日

11
月
８
日
・
12
月
13
日
・
平
成

19
年
１
月
10
日
・
２
月
14
日

３
月
14
日
）
開
設
時
間
は
い
ず

れ
も
午
前
10
時
〜
12
時
と
午
後

１
時
〜
３
時

■
料
金

無
料

■
そ
の
ほ
か

予
約
は
不
要
。

相
談
時
間
を
有
意
義
に
使
う
た

め
、
相
談
者
は
交
通
事
故
の
状

況
を
詳
し
く
説
明
で
き
る
よ
う

に
、
事
故
証
明
、
説
明
書
な
ど

の
書
類
を
事
前
に
準
備
の
上
お

越
し
く
だ
さ
い

※
詳
し
く
は
、
交
通
事
故
相
談
窓

口
（
津
市
栄
町
１
丁
目
９
５
４
番

地
・

TEL
０
５
９
―
２
２
８
―
７

３
５
０
）
へ
。

いつきのみや歴史体験館で防火訓練
文化財防火デーの１月26日、いつきのみや歴史体

験館で防火訓練が行われ、約20人が参加しました。

この日は、バケツリレーや消火器の取り扱い、同

館設置の消火栓での放水が行われました。

建物に向かって放水し、消火訓練を行う職員たち。

壁
に
取
り
付
け
る
タ
イ
プ



全体区域 

平成16年以前より供用開始区域 

平成17年４月より供用開始区域 

平成18年４月より供用開始区域 

凡　　　例 

10

４月から公共下水道（フレックス）の
供用開始区域が広がります

公共下水道事業（明和処理区）供用開始区域概要図

明和町公共下水道（フレックス）明和処理区は、全体計

画145㌶の内、４月１日から約10㌶の供用開始を図り、こ

れまでの供用開始分と合わせて約90㌶の区域で公共下水

道が使用できるようになります。

４月１日からの供用開始区域は大字斎宮、坂本（上図参

照）で、供用が開始された区域の人は、速やかに排水設備

工事をお願いします。

申請手続き、工事の実施は、明和町が指定する排水設備

工事店で行い、下水を排除してください。

排水設備設置「下水道法第10条第１項」の規定により、

供用開始区域の人は供用開始の公告があった日から起算し

て３年以内に設置しなければなりません。

水洗便所の改造義務「下水道法第11条第２項」の規定

により、汲み取り便所のある建築物を所有する人は、その

便所を水洗便所に改造しなければなりません。

新築・増築・改築される人については、「建築基準法第

31条」により、設置する便所を水洗便所（公共下水道区

域内）以外の便所としてはなりません。

特に平成15年４月からの供用開始区域の人は４年目に

入りますので、至急排水設備工事を実施していただくよう

お願いします。

■下水道使用料について

排水設備の接続工事が完了し、町の検

査を受けた後、下水道が使用できるよう

になります。また、維持管理に必要な費用を下水道使用料

として納めていただくことになります。

使用料の算定方法は１世帯当たりの人数で計算し、一般

家庭の場合は次のとおりです。

●１カ月の下水道使用料＝「基本料金　1,575円」＋

「525円×人数」

事業所は、流入人口（処理対象人員算定基準により算定）

を基に設定します。

当区域内で新築および宅地化しようと考えている人、ま

た供用開始区域の確認など、上下水道課にご相談ください。

※詳しくは、上下水道課（TEL52-7120）へ。
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広報めいわ　広報めいわ　2006年３月号年３月号 広報めいわ　2006年３月号  

祓
川
環
境
美
化
推
進
協

議
会
が
美
化
活
動

家の庭や空地などで、ゴミなどをそのまま燃やした

り、地面に直接穴を掘って燃やしたり、ドラム缶やブ

ロックで囲んだだけの施設、また、設備が不十分な焼

却炉（注）で燃やしたりすることを、野外焼却（いわ

ゆる「野焼き」）といい、次の例外を除き法律で禁止さ

れています。違反すると、懲役３年以下または300万

円以下の罰金またはその併科に処せられます（「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」）。

※（注）焼却炉で焼却する場合は、法令に基づく届け

出が必要です。

【野焼き禁止の例外となる焼却行為とは】

①国または地方公共団体が、その施設の管理を行うた

めに必要な廃棄物の焼却

（例）管理者が管理のために行う河川敷の草焼きなど

②震災・風災害・火災・凍霜害・そのほかの災害の予

防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼

却

（例）災害時での木くずなどの焼却など

③風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な

廃棄物の焼却

（例）しめ縄・門松などを焼くどんど焼きなどの年中行

事、卒塔婆などの供養のための焼却

④農業・林業または漁業を営むために、やむを得ない

ものとして行われる廃棄物の焼却

（例）あぜ草・稲わら・つる・枝・魚網にかかったごみ

などの焼却

⑤たき火そのほか日常生

活を営むために、通常

行われる廃棄物の焼却

であって軽微なもの

（例）落ち葉たき、暖を

とるためのたき火、キャ

ンプファイアなど

※前記の事例の場合で

も、生活環境上支障を与

えたり迷惑となる行為に

ついては、行政指導の対象となります。また、前記焼

却の際は、ビニール・プラスチック類が絶対に混ざら

ないように注意してください

祓
川
の
美
化
や
水
質
・
水
量
・

不
法
投
棄
の
調
査
な
ど
の
活
動
を

行
っ
て
い
る
祓
川
環
境
美
化
推
進

協
議
会
（
桐
井
惠
一
代
表
）
の
皆

さ
ん
が
１
月
22
日
、
漕
代
駅
付
近

の
祓
川
で
倒
木
処
理
な
ど
を
行
い

ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
同
協
議
会
の
ほ
か

に
松
阪
市
の
稲
木
町
環
境
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
21
（
高
木
　
守
代
表
）
な

ど
の
協
力
も
得
て
、
約
40
人
が
３

隻
の
舟
に
分
乗
。
の
こ
ぎ
り
や
チ

ェ
ー
ン
ソ
ー
で
川
に
せ
り
出
し
た

枝
を
伐
採
し
た
り
、
川

底
に
沈
ん
で
い
る
倒
木

を
除
い
た
り
し
て
、
景

観
を
美
し
く
し
ま
し
た
。

同
協
議
会
は
、
平
成

８
年
に
発
足
、
現
在
会

員
は
41
人
。
清
浄
な
る

み
そ
ぎ
の
川
と
し
て
歴

史
と
と
も
に
流
れ
て
き

た
祓
川
を
み
ん
な
で
美

し
く
す
る
こ
と
に
努
め
、

地
域
全
体
の
生
活
環
境

を
守
り
住
み
よ
い
地
域

を
つ
く
る
こ
と
を
目
的

に
活
動
を
続
け
て
い
ま

す
。

川にせり出した枝を伐採しながら川を下る舟。

河川名 
項　　　目 備　　考 

ＰＨ ＳＳ ＤＯ 採水日 

祓　川 １月４日 

１月４日 

１月４日 

※ＰＨ（水素イオン濃度＝水の酸性、アルカリ性の程度を示し、７前後

が標準河川水）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量＝水中の有機物が微生

物の働きによって分解されるときに消費される酸素量で、河川の汚濁

を測る代表的な指標）、ＳＳ（浮遊物質量＝水中に浮遊している微細な

固型物の量）、ＤＯ（溶存酸素＝水中に溶解している酸素量で、汚濁が

著しい河川では通常低い値を示し、魚類が生存できなくなる） 

大堀川   

笹笛川  

三
河
川
の
水
質 

ＢＯＤ 

9.5

11.0

11.9

 

0.5

5.6

3.0

2.0

6.0

7.3

7.6

6.6

（0.5未満） 
検出されず 

野焼きは法律で禁止されています
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【
利
用
者
負
担
の
仕
組
み
が
変
わ

り
ま
す
（
４
月
か
ら
）】

利
用
者
負
担
は
、
所
得
に
着
目

し
た
応
能
負
担
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス

量
と
所
得
に
着
目
し
た
負
担
の
仕

組
み
（
１
割
の
定
率
負
担
と
所
得

に
応
じ
た
月
額
上
限
の
設
定
）
に

見
直
さ
れ
る
と
と
も
に
、
障
害
種

別
で
異
な
る
食
費
・
光
熱
水
費
な

ど
の
実
費
負
担
も
見
直
さ
れ
、
３

障
害
共
通
し
た
利
用
者
負
担
の
仕

組
み
に
な
り
ま
す
。

定
率
負
担
、
実
費
負
担
の
そ
れ

ぞ
れ
に
、
低
所
得
者
に
配
慮
し
た

軽
減
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
月
ご
と
の
利
用
者
負
担
に
は
上

限
が
あ
り
ま
す

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
定
率
負

担
は
、
所
得
に
応
じ
て
次
の
４
区

分
の
月
額
負
担
上
限
額
が
設
定
さ

れ
、
ひ
と
月
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ

ス
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
上

の
負
担
は
生
じ
ま
せ
ん
。

な
お
、
所
得
を
判
断
す
る
際
の

世
帯
の
範
囲
は
、
住
民
基
本
台
帳

で
の
世
帯
が
原
則
で
す
が
、
住
民

票
で
同
じ
世
帯
と
な
っ
て
い
て
も

税
制
と
医
療
保
険
で
被
扶
養
者
で

な
け
れ
ば
、
障
害
の
あ
る
人
と
そ

の
配
偶
者
を
別
世
帯
の
扱
い
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
障
害
に
係
る
公
費
負
担
医
療
が

自
立
支
援
医
療
に
変
わ
り
ま
す

（
４
月
か
ら
）】

こ
れ
ま
で
の
障
害
に
係
る
公
費

負
担
医
療
（
精
神
通
院
医
療
、
更

生
医
療
、
育
成
医
療
）
が
、
自
立

支
援
医
療
に
変
わ
り
ま
す
。

●
現
行

精
神
通
院
医
療
（
精
神
保
健
福

祉
法
）
、
更
生
医
療
（
身
体
障
害

者
福
祉
法
）
、
育
成
医
療
（
児
童

福
祉
法
）

●
見
直
し
後

自
立
支
援
医
療
制
度
（
支
給
認

定
の
手
続
き
の
共
通
化
、
利
用
者

負
担
の
仕
組
み
の
共
通
化
、
指
定

医
療
機
関
制
度
の
導
入
。
医
療
の

内
容
や
、
支
給
認
定
の
実
施
主
体

（
精
神
通
院
医
療
・
育
成
医
療
は

都
道
府
県
、
更
生
医
療
は
市
町
村
）

に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
）

【
自
立
支
援
医
療
の
利
用
者
負
担

と
軽
減
措
置
（
４
月
か
ら
）】

基
本
は
１
割
の
定
率
負
担
で
す

が
、
低
所
得
世
帯
の
人
だ
け
で
な

く
、
一
定
の
負
担
能
力
が
あ
っ
て

も
、
継
続
的
に
相
当
額
の
医
療
費

負
担
が
生
じ
る
人
（
高
額
治
療
継

続
者
、
い
わ
ゆ
る
「
重
度
か
つ
継

続
」
）
に
も
ひ
と
月
当
た
り
の
負

担
に
上
限
額
を
設
定
す
る
な
ど
の

負
担
軽
減
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

世
帯
の
単
位
は
、
住
民
票
上
の

家
族
で
は
な
く
、
同
じ
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
家
族
を
同
一
世

帯
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
同
じ
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
配
偶
者
以
外
で
あ
れ

ば
、
税
制
と
医
療
保
険
の
両
方
で

障
害
者
を
扶
養
し
な
い
こ
と
に
し

た
場
合
は
、
別
の
世
帯
と
み
な
す

こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

入
院
時
の
食
費
（
標
準
負
担
額

相
当
）
に
つ
い
て
は
、
入
院
と
通

院
の
公
平
を
図
る
視
点
か
ら
原
則

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

【
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
が
変
わ

り
ま
す
（
10
月
か
ら
）】

サ
ー
ビ
ス
は
、
個
々
の
障
害
の

あ
る
皆
さ
ん
の
障
害
程
度
や
勘
案

す
べ
き
事
項
（
社
会
活
動
や
介
護

者
、
居
住
等
の
状
況
）
を
ふ
ま
え
、

個
別
に
支
給
決
定
が
行
わ
れ
る

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
市

町
村
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
利
用

者
の
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
実
施

で
き
る
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」

に
大
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
は
、

介
護
の
支
援
を
受
け
る
場
合
に
は

「
介
護
給
付
」、
訓
練
な
ど
の
支
援

を
受
け
る
場
合
は
「
訓
練
等
給
付
」

に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
利

用
の
際
の
プ
ロ
セ
ス
が
異
な
り
ま

す
。サ

ー
ビ
ス
に
は
期
限
の
あ
る
も

の
と
、
期
限
の
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
有
期
限
で
あ
っ
て
も
、

必
要
に
応
じ
て
支
給
決
定
の
更
新

（
延
長
）
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

【
利
用
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

（
10
月
か
ら
）】

①
相
談
・
申
し
込
み
②
利
用
申

請
③
障
害
程
度
区
分
の
一
次
判
定

（
障
害
者
の
心
身
の
状
況
を
判
定

す
る
た
め
、
１
０
６
項
目
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
）
④
二
次

判
定
（
審
査
会
で
実
施
、
医
師
意

見
書
必
要
）
※
介
護
給
付
を
希
望

す
る
場
合
の
み
（
審
査
会
は
、
障

害
保
健
福
祉
を
よ
く
知
る
委
員
で

構
成
さ
れ
ま
す
）
⑤
障
害
程
度
区

分
の
認
定
（
介
護
給
付
で
は
区
分

１
か
ら
６
の
認
定
が
行
わ
れ
ま

す
）
⑥
勘
案
事
項
調
査
（
地
域
生

活
、
就
労
、
日
中
活
動
、
介
護
者
、

居
住
な
ど
）
⑦
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

意
向
の
聴
取
⑧
暫
定
支
給
決
定
※

訓
練
等
給
付
を
希
望
す
る
場
合
の

̃

障
害
施
策
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す̃

平
成
18
年
４
月
か
ら

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

生活保護 生活保護受給世帯 
月額負担上限額 

0円 

低所得１ 
市町村民税非課税世帯で、サービスを 
利用する本人の収入が80万円以下の人 

低所得２ 

市町村民税非課税世帯 
　例）３人世帯で障害基礎年金１級受 
　　給の場合、概ね300万円以下の収入 
　例）単身世帯で障害基礎年金以外の 
　　収入が概ね125万円以下の収入 

一般 市町村民税課税世帯 

月額負担上限額 
15,000円 

月額負担上限額 
37,200円 

月額負担上限額 
24,600円 
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み
⑨
訓
練
・
就
労
評
価
項
目→

個

別
支
援
計
画
※
訓
練
等
給
付
を
希

望
す
る
場
合
の
み
（
一
定
期
間
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
①
ご
本
人

の
利
用
意
思
の
確
認
②
サ
ー
ビ
ス

が
適
切
か
ど
う
か
の
確
認
が
で
き

た
ら
、
評
価
項
目
に
沿
っ
た
一
人

ひ
と
り
の
個
別
支
援
計
画
を
作
成

し
、
そ
の
結
果
を
ふ
ま
え
本
支
給

決
定
が
行
わ
れ
ま
す
）
⑩
支
給
決

定【
補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
の
制

度
は
こ
う
変
わ
り
ま
す
（
10
月
か

ら
）】これ

ま
で
の
補
装
具
給
付
制
度

と
、
日
常
生
活
用
具
給
付
棟
事
業

は
、
個
別
給
付
で
あ
る
補
装
具
費

と
、
地
域
生
活
支
援
事
業
に
よ
る

日
常
生
活
用
具
給
付
に
再
編
さ
れ

ま
す
。

●
補
装
具
費
の
支
給

こ
れ
ま
で
の
現
物
支
給
か
ら
、

補
装
具
費
（
購
入
費
、
修
理
費
）

の
支
給
へ
と
大
き
く
変
わ
り
ま

す
。
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
も
定

率
負
担
と
な
り
、
１
割
を
利
用
者

が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
に
応
じ
て
一
定
の

負
担
上
限
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

支
給
決
定
は
、
障
害
者
ま
た
は

障
害
児
の
保
護
者
か
ら
の
申
請
に

基
づ
き
、
市
町
村
が
行
い
ま
す
。

●
日
常
生
活
用
具
の
給
付
（
貸
与
）

給
付
決
定
は
、
障
害
者
ま
た
は

障
害
児
の
保
護
者
か
ら
の
申
請
に

基
づ
き
市
町
村
が
行
い
ま
す
。
利

用
者
負
担
は
市
町
村
が
決
定
し
ま

す
。

※
軽
減
策
や
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
制
度
な
ど
、
詳
し
く
は
福
祉
課

（
TEL
52-

７
１
１
５
）
へ
。

居宅介護（ホーム 
ヘルプ） 

行動援護 

児童デイサービス 

重度障害者等包括 
支援 

重度訪問介護 

自宅で入浴・排泄・食事の介護などを行う 

障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生 
活への適応訓練などを行う 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、 
療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行う 

共同生活介護 
（ケアホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・排泄・食事の 
介護などを行う 

障害者支援施設で 
の夜間ケアなど 
（施設入所支援） 

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介 
護などを行う 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介 
護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機 
会を提供する 

短期入所（ショー 
トステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も 
含め、施設で入浴・排泄・食事の介護などを行う 

自己判断能力が制限されている人が行動するとき、危険 
を回避するために必要な支援、外出支援を行う 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅 
で入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを総合 
的に行う 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサ 
ービスを包括的に行う 

介
護
給
付 

自立訓練（機能訓 
練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、 
身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労移行支援 
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労 
に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援（雇 
用型・非雇用型） 

一般企業などでの就労が困難な人に働く場を提供すると 
ともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う 

共同生活援助（グ 
ループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上 
の援助を行う 

地域活動支援セン 
ター 

創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流など 
を行う施設 

福祉ホーム 
住居を必要としている人に、低額料金で居室などを提供 
するとともに、日常生活に必要な支援を行う 

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援する 

訓
練
な
ど
給
付 

地
域
生
活
支
援
事
業 

 
広報めいわ　広報めいわ　2006年３月号年３月号 広報めいわ　2006年３月号  

明明明明和和和和町町町町ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジがががが
リリリリニニニニュュュューーーーアアアアルルルル

「目的の情報にたどりつきやすいホー

ムページ」をテーマに、デザインや構成

などを変更しました。また、今回のリニ

ューアルに伴い、めいわ日記（まちのち

ょっとした出来事の紹介）などの新コー

ナーや全文検索機能も追加されました。

今後も「わかりやすい、親しみやすいホ

ームページ」をめざして運営していきま

すので、ぜひご活用ください。

※ホームページアド

レスは、18ページ

下をご覧ください。

詳しくは、総務課

（TEL52-7111）へ。

renewal   open

子どもを持つ家庭を支援する相互援助の会員組織「明和町ファ

ミリー・サポート・センター」では、「急用や買い物などで子ど

もを連れていけない…」「出産のため上の子の保育所への送迎は

どうしよう…」「たまには少し子どもと離れてリフレッシュした

いなあ…」など、子育

てを助けてほしいと思

っている人のご相談を

無料で受け付けていま

す。お気軽にお問い合

わせください。

※詳しくは、同センタ

ー（TEL52-7127）へ。

小学校、 

幼稚園が 

お休みだけど 

仕事は 

休めない 

仕事が 

終わるまで 

子どもを 

預かって 

ほしい 

休日出勤で 

子どもを見て 

くれる人が 

いない 

地域活動に 

参加したい 

急用や 

買い物など 

外出の際に 

子どもを連れて 

いけない 

少し 

子どもと離れて 

リフレッシュ 

したい 

保育所に 

送って 

いけない 

明和町ファミリー・サポート・センターで
無料子育て相談



生まれの人（今までに参加され

たことがない人）

●内容　ベビーマッサージや赤ち

ゃんの遊ばせ方、楽しむ育児に

ついてなど

●講師 チャイルドボディワーク

セラピスト　中村幸美さん（助

産師）

●ところ 福祉センター

●受付時間 午前９時50分までに

（11時30分終了予定）

●持ち物 母子健康手帳・バスタ

オル１枚・お茶・果汁・ミルク

（必要な人）

●申し込み　定員15人になり次第

締め切り。３月17日（金）まで
に福祉課健康推進係へ

14

平
成
18
年
４
月
か
ら
平
成
19
年

３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
万
３
８
６
０
円
で
す

が
、
平
成
29
年
度
ま
で
毎
年
２
８

０
円
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
に
な

っ
て
い
ま
す
。（
引
き
上
げ
額
は
、

今
後
の
賃
金
上
昇
率
に
よ
っ
て
変

化
し
ま
す
。）

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替

割
引
額
が
４
月
か
ら
変
わ
り
ま

す
。

①
保
険
料
の
前
納
を
口
座
振
替
に

す
る
と
割
引
額
が
増
え
ま
す
。

平
成
18
年
度
分
の
保
険
料
を
口

座
振
替
で
一
括
し
て
前
納
す
る

と
、
３
４
９
０
円
の
割
引
額
と
な

り
ま
す
。
（
６
カ
月
前
納
も
口
座

振
替
が
有
利
で
す
。）

口
座
振
替
で
の
前
納
は
、
平
成

18
年
３
月
31
日
必
着
で
社
会
保
険

事
務
所
へ
の
申
し
込
み
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
日
は
４
月
30
日
（
今

年
は
４
月
末
日
が
休
日
の
た
め
５

月
１
日
）
で
す
。

な
お
、
既
に
口
座
振
替
で
前
納

さ
れ
て
い
る
人
は
、
届
け
出
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保険料・４月からは
月額１万3,860円です

②
月
々
の
口
座
振
替
に
早
割
（
当

月
保
険
料
の
当
月
末
引
き
落
と

し
）
の
割
引
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。

通
常
の
口
座
振
替
（
当
月
保
険

料
の
翌
月
末
引
き
落
と
し
）
は
定

額
保
険
料
で
す
が
、
口
座
振
替
を

早
割
に
す
る
と
50
円
が
割
引
と
な

り
ま
し
た
。
早
割
制
度
を
申
し
込

み
す
る
と
翌
月
末
の
初
回
の
口
座

振
替
に
て
２
カ
月
分
の
保
険
料

（
従
前
の
保
険
料
と
50
円
割
引
さ

れ
た
保
険
料
）
が
引
き
落
と
し
と

な
り
、
そ
の
後
の
毎
月
の
保
険
料

が
50
円
割
引
と
な
り
ま
す
。

平成18年４月に納める場合 

1年分 

定額保険料 

納付書で 
月々納めた場合 166,320円＝13,860円×12月   

口座振替で 
前納した場合 162,830円（3,490円割引） 

以
上
の
口
座
振
替
の
申
込
用
紙

（
振
替
方
法
の
変
更
も
同
じ
申
込

用
紙
と
な
り
ま
す
）
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
険
事
務
所
・
町
民
課
に
あ

り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
半
額
免
除
の

３月分 

４月分 

５月分 

４月末日 

５月末日 

６月末日 

３月分 

４月分 

５月分 

４月末日 

５月末日 

保険料 引落日 保険料 引落日 

●通常の口座振替 ●早割制度の口座振替 

※口座振替日は、月末が金融機関の非営業日の場合は翌営業日。 

４月分以降の保険料から50円割り引き 

平成18年３月中に申し込みをした場合 

鈴木　勲さん（池村）と渡邉捨吉さん

（池村）と田　正和さん（竹川）から、い

つきのみや歴史体験館へ竹材をいただきま

した。

これを使って同館北側の調整池に竹柵を

作りました。

ありがとうございました。

善意をありがとう

承
認
を
受
け
て
い
る
人
の
口
座
振

替
は
、
通
常
の
口
座
振
替
で
の
お

申
し
込
み
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
町
民
課
保
険
年
金

係
（

TEL
52-

７
１
１
４
）
へ
。
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広報めいわ　広報めいわ　2006年３月号年３月号 広報めいわ　2006年３月号  

ＭＣ（明和チャイルド）くらぶ

●とき・対象児 3 月 1 5 日

（水）＝平成15年8月生まれ、4
月12日（水）＝平成15年9月生
まれ

●ところ 福祉センター

●受付時間 午前９時30分までに

●持ち物 母子健康手帳・発達調

査票

１歳６カ月児の健康診査

●とき・対象児 3 月 1 0 日

（金）＝平成16年8月生まれ、4

月7日（金）＝平成16年9月生
まれ

●ところ 福祉センター

●受付時間 午後１時10分～１時

30分

●持ち物 母子健康手帳・健康診

査票

３歳児の健康診査

●とき・対象児 3 月 1 7 日

（金）＝平成14年8月生まれ、4
月14日（金）＝平成14年9月生
まれ

●ところ 福祉センター

●受付時間 午後１時10分～１時

30分

●持ち物 母子健康手帳・健康診

査票

育児相談と妊産婦指導

● と き ・ 対 象 者 3 月 ８ 日

（水）・10日（金）＝乳幼児と
妊産婦で月齢は不問

●ところ 福祉センター

●受付時間 午前９時30分～10

時30分

●持ち物 母子健康手帳

●申し込み 相談する人の名前

（子どもの場合は生年月日）・

電話番号を前日までに福祉課へ

すこやか赤ちゃん教室

●とき・対象者 ３月22日（水）
平成17年10月～平成18年１月

各種検診など
お問い合わせ・詳しくは、
福祉課（TEL52-7115）へ。

本
年
１
月
か
ら
三
重
県
町
村
会
の
副
会
長
に
就

任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
議
長
会
も
大
和
谷

議
長
が
副
会
長
に
就
任
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今

後
、
県
や
国
に
対
し
て
さ
ら
に
明
和
町
の
考
え
方

を
提
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
月
27
日
、
東
京
に
お
い
て
全
国
町
村
会
の
定

期
総
会
が
開
催
さ
れ
て
、
服
部
会
長
（
菰
野
町
長
）

と
出
席
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
折
に
東
大
大
学

院
教
授
の
神
野
直
彦
先
生
の
講
演
が
あ
り
、
次
の

詩
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
感
銘
を
受
け
た
の
で
こ

こ
に
掲
出
い
た
し
ま
す
。

「
子
ど
も
」

ド
ロ
シ
ー
・
ロ
ー
・
ホ
ル
ト

批
判
ば
か
り
さ
れ
た
子
ど
も
は

非
難
す
る
こ
と
を
お
ぼ
え
る

殴
ら
れ
て
大
き
く
な
っ
た
子
ど
も
は

力
に
た
よ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
る

笑
い
も
の
に
さ
れ
た
子
ど
も
は

も
の
を
言
わ
ず
に
い
る
こ
と
を
お
ぼ
え
る

皮
肉
に
さ
ら
さ
れ
た
子
ど
も
は

鈍
い
良
心
の
持
主
と
な
る

し
か
し
激
励
を
う
け
た
子
ど
も
は

自
信
を
お
ぼ
え
る

（
略
）

フ
ェ
ア
プ
レ
ー
を
経
験
し
た
子
ど
も
は

公
正
を
お
ぼ
え
る

友
情
を
知
る
子
ど
も
は

親
切
を
お
ぼ
え
る

安
心
を
経
験
し
た
子
ど
も
は

信
頼
を
お
ぼ
え
る

可
愛
が
ら
れ
、
抱
き
し
め
ら
れ
た
子
ど
も
は

世
界
中
の
愛
情
を
感
じ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
る

皇
太
子
殿
下
も
神
野
教
授
か
ら
こ
の
詩
を
お
聞

き
に
な
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
さ
に
感
動
さ

れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

饒
舌
の
父
寡
黙
の
母
や
寒
紅
梅
　
　
　
　
　
眞
澄

町長サロン
心
に
響
く
詩

木
戸
口
　
眞
澄

総人口 

男 

女 

総世帯 

23,056人　 

11,124人　 

11,932人　 

7,322世帯 

２月の人口 

出生 

死亡 

転入 

転出 

11人 

25人

32人 

41人 

１月中の異動 
 

 

 

わ
が
家
の
あ
ら
れ
自
慢
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査
員
募
集

わ
が
家
の
あ
ら
れ
自
慢
コ
ン
テ

ス
ト
で
、
あ
ら
れ
を
試
食
し
て
い

た
だ
く
審
査
員
を
１
０
０
人
募
集

し
ま
す
。
審
査
員
の
中
か
ら
抽
選

で
数
人
に
「
明
和
良
品
詰
め
合
わ

せ
（
３
０
０
０
円
相
当
）
」
な
ど

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
と
き

３
月
18
日

（土）

審
査
員

受
け
付
け
＝
午
前
10
時
30
分
〜

▽
コ
ン
テ
ス
ト
＝
午
前
11
時
〜

■
と
こ
ろ

イ
オ
ン
明
和
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
１
階
セ
ン
ト

ラ
ル
コ
ー
ト

※
明
和
町
の
良
品
を
紹
介
・
販
売

す
る
明
和
ざ
い
し
ょ
市
も
同
日
同

会
場
で
開
催
。
詳
し
く
は
、
広
報

め
い
わ
２
月
号
14
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
「
わ
が
家
の
あ
ら

れ
自
慢
」
事
務
局
（
観
光
協
会

内
・

TEL
52-

０
０
５
５
・
フ
ァ
ク

ス
52-

０
３
７
２
）
へ
。
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町 民 バ 
ス に 乗 っ て み ま せ ん 

か ！ 

大規模小売店舗新設の公告

大規模小売店舗立地法に基づき、県におい

て次のとおり新設の届出が公告されましたの

で、お知らせします。

なお、公告された届出書は縦覧場所以外に

役場産業課商工観光係でも閲覧できます。

◆届出書の主な内容

１、大規模小売店舗の名称および所在地

名称：（仮称）明和複合店舗

所在地：多気郡明和町大字中村字宇路津

1266-1外13筆

２、大規模小売店舗を設置する者

名称：ダイワロイヤル株式会社

所在地：東京都台東区上野７丁目14番４号

３、大規模小売店舗を新設する日

平成18年10月１日

４、届出等の縦覧場所

三重県農水商工部観光・交流室

松阪地方県民局農政商工部

５、届出等の縦覧の期間および時間

４月13日（木）まで。開庁日の午前９時～
午後５時

※詳しくは、産業課商工観光係（TEL52-

7138）へ。

明
和
町
が
発
注
す
る
公
共
工
事

に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
指
名

競
争
入
札
な
ど
に
よ
り
受
注
業
者

を
決
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
所
定
の
審
査
を
受
け
て

入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
入

札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
業
者

は
、
「
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
」
に
必
要
書
類
を
添

え
て
提
出
し
、
審
査
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

３
月
１
日

（水）
〜

31
日

（金）
（
土
曜
・
日
曜
・
祝

日
は
除
く
）
そ
れ
以
降
も
有
効

期
間
内
は
随
時
受
付

■
提
出
先

〒
５
１
５
―
０
３
３

２
　
三
重
県
多
気
郡
明
和
町
大

字
馬
之
上
９
４
５
番
地
　
明
和

町
役
場
総
務
課
財
政
係

■
有
効
期
間

平
成
18
年
４
月
１

日
〜
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で

の
３
年
間
（
た
だ
し
、
期
間
中

に
市
町
村
合
併
が
あ
っ
た
場
合

は
変
更
あ
り
）

■
申
請
書
様
式

三
重
県
様
式

（
①
建
設
工
事
②
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
③
物
件

の
買
い
入
れ
な
ど
）
は
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.p

ref.m
ie.jp

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
（
手
順：

ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
「
ネ
ッ
ト
で
行
政
サ

ー
ビ
ス
」
の
中
の
「
電
子
申

請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
（
様
式
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
）
」
↓
「
申
請
・

届
出
の
総
合
窓
口
・
キ
ー
ワ
ー

ド
で
さ
が
す
」
に
『
参
加
資
格
』

と
入
力
し
て
検
索
す
る
）

■
添
付
書
類

三
重
県
様
式
添
付

書
類
に
準
ず
る
（
建
設
工
事
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
経
営
規
模

等
評
価
結
果
通
知
書
を
毎
年
提

出
す
る
。
コ
ピ
ー
可
）

■
提
出
方
法

郵
送
ま
た
は
持
参

■
そ
の
ほ
か

フ
ァ
イ
ル
を
使
用

す
る
場
合
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
（
色

指
定
な
し
）
、
受
領
書
の
返
送

を
希
望
す
る
場
合
は
返
信
用
封

筒
と
切
手
を
同
封

※
詳
し
く
は
、
総
務
課
財
政
係

（
TEL
52-

７
１
１
０
）
へ
。

平
成
18
年
度
〜
平
成
20
年
度
分

入入入入
札札札札
参参参参
加加加加
資資資資
格格格格
審審審審
査査査査
申申申申
請請請請

受受受受
付付付付
開開開開
始始始始

〜
働
く
お
と
う
さ
ん

お
か
あ
さ
ん
を
応
援
！
〜

２
０
０
６
年
２
月
１
日
か
ら
利
用

開
始

■
サ
ポ
ー
ト
内
容

一
時
的
に
子

ど
も
を
預
け
る
こ
と
が
で
き
る

支
援
事
業
で
す
。
▽
緊
急
時
の

一
時
預
か
り
▽
宿
泊
預
か
り
▽

軽
い
病
児
の
預
か
り

■
サ
ポ
ー
ト
対
象

生
後
３
カ
月

〜
小
学
生

み
え
子
育
て
支
援
緊
急

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（
厚
生
労
働
省
委
託

事
業
）

■
謝
金

日
曜
・
祝
日
を
除
く
午

前
７
時
〜
午
後
７
時
＝
１
時
間

１
０
０
０
円
▽
日
曜
・
祝
日
・

上
記
以
外
の
時
間
帯
＝
１
時
間

１
２
０
０
円

■
会
員
条
件

利
用
会
員
＝
三
重

県
に
居
住
す
る
人
で
、
共
働

き
・
働
く
一
人
親
の
人
▽
サ
ポ

ー
ト
会
員
＝
三
重
県
に
居
住
す

る
人
で
、
自
宅
で
子
ど
も
を
預

か
る
こ
と
が
で
き
る
人
（
保
健

師
・
看
護
師
・
保
育
士
な
ど
の

有
資
格
者
歓
迎
）

※
詳
し
く
は
、
松
阪
地
域
セ
ン
タ

ー
（
N
P
O
法
人
松
阪
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
内
・

TEL
・
フ
ァ
ク
ス
０

５
９
８-

22-

１
９
３
８
）
へ
。

町
で
は
、
登
録
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
指
導
員
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

■
勤
務
先

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

児
童
室

■
時
間

毎
週
月
〜
金
曜
日
　
午

後
１
時
30
分
〜
５
時
30
分

■
登
録
予
定
人
数

数
人

■
応
募
資
格

児
童
の
健
全
育
成

に
情
熱
が
あ
り
、
通
勤
可
能
な

人
■
応
募
方
法

履
歴
書
を
福
祉
課

へ
提
出

※
詳
し
く
は
、
福
祉
課
（

TEL
52-

７
１
１
５
）
へ
。

登
録
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
指
導
員
を
募
集
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町消防団では、次のとおり女性消

防団員を募集しています。

■募集人数 ８人

■資格　町内に住む18歳以上の女性

■業務内容　火災予防広報・初期消

火や応急救護などの指導・災害活

動に対する後方支援など

■応募方法 入団申込用紙を明和消

防署に提出

■受付期間 ３月１日（水）～10日
（金）
■採用の決定 書類審査の後、本人

に通知

■採用予定日 ４

月１日（土）
※詳しくは、明和

消防署（TEL52-5600）へ。

■登録資格 町内在住者（高校生以

上）および在勤者で構成したチー

ム

■登録料 年間6,000円

■活動内容 春・秋トーナメント

戦、夏季リーグ戦、多気郡大会

※詳しくは、同協会事務局（総合体

育館内・TEL52-7130）へ。

明和スポーツクラブでは、スポー

ツ保険加入手続きを受け付けていま

す。団体やグループ、個人でスポー

ツをする人、町内および施設でスポ

ーツ、レクリエーションをする人は、

必ず加入しましょう。

■有効期間 加入金の支払いの翌日

～平成19年３月31日

※詳しくは、明和スポーツクラブ事

務局（総合体育館内・TEL52-7130）
へ。

■登録資格 町内在住者（高校生以

上）および在勤者を中心に構成し、

プレーをする者に町内在住者・在

勤者を含むチーム

■登録料 年間6,000円

■活動内容 春・秋トーナメント

戦、夏季リーグ戦

※詳しくは、同協会事務局（総合体

育館内・TEL52-7130）へ。

■とき ４月９日（日） 受付＝午

前８時30分、開会式＝午前８時
50分、競技時間＝午前９時20分
～午後３時30分

■ところ 総合体育館

■参加資格 明和町および近隣市町

村に在住・在勤の20歳以上の女性

で編成されたチーム

■参加費　１チーム1,000円

■申し込み 申込用紙に記入の上、

３月27日（月）までに山崎絹代さ
ん（ファクス52-2151・〒515-
0313 明星2610-52）へ

■そのほか 大会要項・申込用紙は

総合体育館受付カウンターにあり

ます

※詳しくは、山崎さん（TEL52-
2151）へ。

みどりの少年隊では、隊員を募集

します。自然を守り育てる活動に参

加してみませんか。

■入隊資格 明和町に在住する小学

校４年生以上の児童

■目的 いろいろな活動を通して、

明和町の歴史・自然について学

び、これを愛し、守り育てていく

心を養う

■代表 須賀恒彦さん

■平成17年度の活動 斎王まつりで

緑の募金活動・花いっぱい運動

（コスモスの種まき）参加・イモ

掘り・コスモスの押し花教室・卒

入隊式ほか

■そのほか 指導者（同隊の目的に

理解のある人）も募集

※詳しくは、みどりの少年隊事務局

（産業課農政係内・TEL52-7118）
へ。

■とき　３月11日（土） 午後６時

開演

■ところ　福祉センター

■会費 年会費＝5,000円（年２回

分）、当日券＝3,000円
■出演者　桂　文我さん、林屋二楽

さん（紙切り芸・東京からのゲス

ト）ほか３人

※詳しくは、明和笑楽講事務局

（TEL55-2744）へ。

落語の会「明和笑楽講」
10周年記念の講演会

みどりの少年隊の隊員
を募集

レディースソフトバレーボ
ール大会の参加者募集

町軟式野球協会の
登録チームを募集

2006年スポーツ保険
の加入手続き

町ソフトボール協会の
登録チームを募集

町消防団の女性団員を
募集

納税は忘れず！
今月は下記のとおりです
●町県民税・×

●固定資産税・×

●軽自動車税・×

●国民健康保険税・12期

●介護保険料・12期
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ふるさと会館では、子どもを対象とした読み聞か

せを、おはなし小槌の皆さんが次のとおり行います。

■とき・内容 ３月26日（日） 午後２時～＝絵本

「くんちゃんのはじめてのがっこう」、紙芝居「し

りとりするものよっといで」ほか

■ところ ふるさと会館２階ロビー

【今月の休館日】

６日（月）・13日（月）・20日（月）・21日
（祝）・27日（月）・31日（金）
※詳しくは、ふるさと会館（TEL52-7131）へ。

6日（月）行政・心配ごと相談（午前９時30分～正午）
13日（月）心配ごと相談（午後１時30分～４時）
20日（月）心配ごと相談（午後１時30分～４時）
27日（月）心配ごと相談（午後１時30分～４時）

●草餅（もち）づくり
蓬（よもぎ）ではなく、野外で採取した母子草

（ははこぐさ）を材料に使って古代の草餅づくりを

体験！ひとあし早い春の訪れを感じてみませんか。

■とき ３月25日（土） 午後１時～３時

■参加費 500円

■定員 20人

■申し込み ３月１日（水）から電話で受け付け
（先着順）

※詳しくは、いつきのみや歴史体験館（TEL52-3890）
へ。

発
行
日
／
平
成
1
8
年
３
月
１
日
 

発
　
行
／
明
和
町
 

〒
515－

0332 三
重
県
多
気
郡
明
和
町
大
字
馬
之
上
945番

地
 

T
EL 0596 －

52－
7114　

FA
X
 0596－

52－
7133

３
月
号
 
2
0
0
6
 

N
o
.4
6
0

【明和町ホームページ】
http://www.town.meiwa.mie.jp

寒
い
冬
を
冬
眠
状
態
で
過
ご
し
て
き
た
わ
た
し
の

生
活
も
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
と
動
き
始
め
た
。
寒

さ
も
和
ら
い
で
庭
の
花
た
ち
も
、
春
の
来
る
の
を
今

か
今
か
と
待
ち
わ
び
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
そ
ん
な
周
り
の
様
子
に
押
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、

庭
の
手
入
れ
や
部
屋
の
片
づ
け
な
ど
、
今
ま
で
の
あ

り
ふ
れ
た
日
常
生
活
を
過
ご
す
こ
と
の
大
切
さ
を
考

え
さ
せ
ら
れ
、
毎
日
を
暮
ら
し
て
い
る
。

【
裏
・
紹
介
し
ま
す
】
垂
れ
壁
か
ら
天
井
に
か
け

て
飾
っ
て
あ
る
大
き
な
パ
ズ
ル
。
「
パ
ズ
ル
と
一
緒

に
写
真
を
撮
り
ま
し
ょ
う
」
と
提
案
し
た
も
の
の
、

わ
た
し
の
身
長
で
そ
れ
を
下
ろ
す
の
は
至
難
の
技
で

あ
る
。
何
度
か
く
じ
け
そ
う
に
な
っ
た
が
、
堀
口
さ

ん
の
応
援
の
下
、
い
す
に
載
っ
て
背
伸
び
し
な
が
ら

ど
う
に
か
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
。
わ
た
し
も
満
足

感
に
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。

■最大震度別地震回数（平成18年１月11日～２月10日） 

震　度 

全　国 

明和町 

１ ２ ３ ４ ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７ 合計 

※役場に設置の計測震度計による。 

※ 

54 25 ５ ３ 0 0 0 0 0 87

0 0 0 0 0 0 0 0 00

今月のお話会・ふるさと会館

今月の心配ごと相談・福祉センター

過日、娘が

ボケ防止にと

小倉百人一首

の大きなパズ

ルを買ってき

てくれました。

最初はとて

もできないと思いましたが、好奇心から作って

みようと思い立ちました。

たくさんのパズルピースを合わせていくのは、

老人には至難の技です。何度かくじけそうにな

りましたが、半分近くできてくるとコツも分か

り、パズルに向かうのが楽しみになりました。

あせらずに取り組んだ結果、２カ月を過ぎた

ころにようやく完成し、満足感にちょっぴり浸

っています。

娘（こ）がくれし　巨大パズルを　成し遂げて

生きし証しの　一つとぞせむ　　　　喜代

84歳の挑戦

いつきのみや歴史体験館からのお知らせ

一人で悩んでいませんか？
●「しつけ？それとも虐待？」

【相談窓口】

明和町役場TEL52-7115
中勢児童相談所TEL059-231-5666
●ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は犯罪です！

【相談窓口】

配偶者暴力相談支援センターTEL059-231-5600
警察安全相談電話TEL059-224-9110・♯9110
松阪警察署TEL0598-53-0110
松阪保健福祉部TEL0598-50-0596
※お気軽に、まずはお電話してください。

堀口喜代さん
（佐田）


